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令和３年度香川県介護人材確保事業に係る「消費税及び 
地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出について（依頼） 

 
このことについて、香川県介護人材確保事業補助金交付要綱 第６条（１０）に基づき、香川

県介護人材確保事業補助金により実施した補助事業について、消費税の申告義務や返還金の有無

に関わらず、『消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書』を提出していただく必要があり

ますので、改めてお知らせいたします。 
なお、仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に納付していただ

くこととなりますことを申し添えます。 
 

記 
 
１ 提出期限  令和５年６月 30 日（金） 

 
２ 提出書類  ・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（交付要綱第 7 号様式） 

・報告書の積算の内訳 
・補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し 
・付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し 
・特定収入割合が 5％を超える公益法人等は特定収入割合が分かる書類 等 

         
※今回の報告対象事業は、令和３年度に実施した補助事業です。令和４年度事業に関しても、 
仕入控除税額が確定した場合、速やかに御報告ください。 

 
※詳細につきましては、下記に掲載していますので、必ず御確認ください。 
かがわ介護保険情報ネット：ページ ID256 
事業者支援情報＞地域医療介護総合確保基金事業（補助金関係）＞消費税及び地方消費税に係 
る仕入控除税報告書の提出について 
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